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議会運営委員会会議録 

令和２年２月１８日（火） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１０：２３ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 会期及び会議予定について 

４ 予算特別委員会の設置について 

（１）名称：令和２年度一般会計予算特別委員会 

（２）定数：１１人 

（３）人選届出期限：２月２０日（木）午後５時 

（４）設 置 時 期：２月２５日（火）定例会初日 

５ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願の提出締切日について 

（１）一般質問通告締切日        ２月１９日（水）午後５時 

（２）代表質問通告締切日        ２月１９日（水）午後５時 

（３）議案に対する質疑通告締切日    ２月２６日（水）午後５時 

（４）意見書案・請願提出締切日     ２月２６日（水）午後５時 

 

○委員長 

 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。「議会の運営について」、「議長の諮問につ

いて」及び「議会の会議規則、委員会に関する条例等について」、以上３件を一括議題といたし

ます。令和２年度第１回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

 まず、予算関係の議案から、ご説明申し上げます。 

「議案第１号 令和元年度飯塚市一般会計補正予算（第６号）」から、「議案第４号 令和元

年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号）」につきましては、令和元年度補正予算資料で説

明させていただきます。 

３ページをご覧ください。今回の補正につきましては、表の下に記載しておりますように、

国の補正予算の関連事業にかかる経費と、今後見込まれる所要額を補正するものでございます。 

一般会計は、１４億８７５１万６千円を追加して、補正後の予算総額を７１７億７４３３万７

千円にしようとするものでございます。また、１１の特別会計のうち、今回補正いたします２

つの会計で、３９３万７千円を追加いたしております。企業会計では、下水道事業会計で１億

５９６３万５千円を追加いたしております。合計で１６億５１０８万８千円を増額するもので

ございます。 

４ページ以降に、補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明につきまし

ては、省略させていただきます。 

続きまして、「議案第５号 令和２年度飯塚市一般会計予算」から、「議案第２０号 令和２

年度飯塚市立病院事業会計予算」までの令和２年度予算関連議案について、一括してご説明申
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し上げます。令和２年度当初予算資料で説明させていただきます。 

３ページをご覧ください。予算額につきまして、一般会計で６８９億９６００万円を計上い

たしております。前年度比で４０億５６００万円、率にして６．２％の増となっており、重要

施策として「交流センター整備事業」、「浸水対策事業」及び、新体育館建設を含む「体育施設

整備事業」のほか、各施策実施に係る経費を計上するものでございます。 

特別会計では、各会計の設置目的に沿った事務事業を実施するため、１１の会計で５２７億

２６３４万５千円を計上いたしております。 

企業会計では、上下水道の維持管理、建設改良事業、市立病院の運営事業に係る経費等、４

つの会計で８８億６９４万２千円を計上いたしております。 

４ページをお願いいたします。今回、計上いたしております予算の主なものについて、その

概要を費目ごとにまとめ、予算書のページ番号を記載いたしております。また、資料の右側に

は、新年度と今年度との予算額が比較できるように記載いたしております。内容の説明につき

ましては、省略させていただきます。 

なお、４６ページ以降には、歳入歳出などの前年度との比較資料、市債および基金の状況表

等を添付いたしております。 

以上で、予算関連議案の説明を終わります。 

続きまして、予算関連以外の議案について、ご説明申し上げます。議案概要をお願いいたし

ます。「議案第２１号 飯塚市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例」につきまし

ては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、関係規定を整備

するものでございます。 

「議案第２２号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、所期の目的を達成した飯塚市新地方卸売市場整備事業者選定委員会を廃止するものでござ

います。 

「議案第２３号 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例」につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴い、行政協力員及び行政協力補助員の報酬に係る規定を削除するものでございます。 

「議案第２４号 飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例」につきましては、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員等の

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて支給する年額報酬について、新たに規定

するものでございます。 

「議案第２５号 飯塚市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、会計年度任用職員の健康診断に伴う負担金等について、現金

での支払によらず報酬から控除することができるように、また、期末手当の支給に関する規定

を整備するものでございます。 

「議案第２６号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例」につきましては、住民基本台帳

法の改正に伴い、住民票及び戸籍の附票の除票の写し等に係る交付手数料に関する規定を整備

するものでございます。 

２ページをお願いいたします。「議案第２７号 飯塚市教育職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例」につきましては、福岡県公立学校職員の給与に関する条例が改正され、福岡

県公立学校職員の常勤講師の給与改定が行われたので、これを参考にして、本市教育職員の給

与を改定するものでございます。 

「議案第２８号 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例」につきましては、

子育て支援センターの管理運営について、指定管理者に行わせることを可能とするため、関係

規定を整備、また、児童福祉法に基づき、子育て支援センターの利用者について規定するもの
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でございます。 

「議案第２９号 飯塚市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」につきま

しては、外来診療に係る子ども医療費の支給対象者を小学校第６学年修了前までから中学校第

３学年修了前までに拡大するものでございます。 

「議案第３０号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」につきましては、牟

田集会所及び庄内元吉第２集会所を無償譲渡するため、廃止するものでございます。 

「議案第３１号 飯塚市協働のまちづくり推進条例」につきましては、協働のまちづくりを

推進するため、その基本理念を定め、市民等、地域活動団体、市民活動団体及び市の役割を明

らかにし、協働のまちづくりに係る市の支援等に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

「議案第３２号 飯塚市印鑑条例の一部を改正する条例」につきましては、成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、

印鑑登録証明－事務処理要領の一部が改正されたことから、印鑑登録の資格を有しない者のう

ち、現行の成年被後見人を、意思能力を有しない者に改めるものでございます。 

３ページをお願いいたします。「議案第３３号 飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例」

につきましては、本町駐車場及び東町駐車場の廃止、飯塚立体駐車場の供用時間の変更、飯塚

立体駐車場及び飯塚文化会館駐車場の上限金額の設定を行うものでございます。 

「議案第３４号 飯塚市農業施設条例の一部を改正する条例」につきましては、潤野下区農

機具保管庫について、農業施設としての用途を廃止するものでございます。 

「議案第３５号 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例」につきましては、卸売市

場法の改正及び福岡県卸売市場条例の廃止に伴うもので、地方卸売市場の業務に関し、必要な

措置を講じるため、関係規定を整備するものでございます。 

「議案第３６号 契約の締結」につきましては、鯰田交流センター建設工事について、友信

建設株式会社と２億７５２６万２９００円で請負契約を締結するものでございます。 

議案第３７号から４ページの第３８号の２件の財産の譲渡につきましては、牟田集会所及び

庄内元吉第２集会所の建物を、それぞれ地元の認可地縁団体に無償で譲渡するものでございま

す。 

「議案第３９号 財産の無償貸付け」につきましては、筑穂ふれあい交流センターを利用し

たふれあい広場事業を実施するため、施設の一部を、引き続き、筑穂地区まちづくり協議会に

無償で貸し付けるものでございます。 

「議案第４０号 土地の処分」につきましては、パークタウン潤野の１万８８４１．７１平

方メートルを未来エステート株式会社に売却するもので、処分価格は１億３８００万円でござ

います。 

５ページをお願いいたします。「議案第４１号 権利の放棄」につきましては、飯塚市山倉、

綱分、田川市大字弓削田地内の鉱業権を放棄するものでございます。 

議案第４２号から第４４号までの３件の訴えの提起につきましては、学校敷等にある個人名

義の土地を、学校用地等として取得する必要がありますが、これらは長期にわたり市が管理し

てきた土地であることから、所有者及び所有者の相続人に対して、福岡地方裁判所飯塚支部に

時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟を提起するものでございます。 

議案第４５号と第４６号の市道路線の廃止、認定につきましては、公営住宅建替え、開発帰

属等に伴い３路線を廃止し、１４路線を認定するものでございます。 

６ページをお願いいたします。議案第４７号から第５１号までの５件の人事議案につきまし

ては、任期満了に伴う教育委員会委員１名の任命について議会の同意を、また、人権擁護委員

４名の推薦について議会の意見を求めるもので、本会議最終日に提案させていただきたいと考

えております。 
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最後に、報告第１号から７ページの第５号までの５件の報告、「市道上の車両損傷事故に係る

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」、「市営住宅の管理上必要な和解の申立て」、「市

営住宅使用料請求事件及び学校給食費請求事件に係る支払督促申立に対する異議申立て」の専

決処分、平成３０年度の「児童虐待の状況に関する報告」につきましても、本会議最終日に報

告させていただきたいと考えております。 

以上、簡単ですが議案の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

次に、議案の付託委員会について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 議案の付託委員会について説明いたします。 

「令和２年第１回市議会定例会 議案一覧表」をご覧ください。 

議案第１号は総務委員会に、２号は協働環境委員会に、３号及び４号は経済建設委員会に、

５号は後ほどご審議いただきます予算特別委員会に、６号は協働環境委員会に、７号は福祉文

教委員会に、８号は協働環境委員会に、９号から１４号までの６件は経済建設委員会に、１５

号は協働環境委員会に、１６号は福祉文教委員会に、１７号から２０号までの４件は経済建設

委員会に、２１号から２３号までの３件は総務委員会に、２４号は経済建設委員会に、     

２５号は総務委員会に、２６号は協働環境委員会に、２７号及び２８号は福祉文教委員会に、

２９号から３２号までの４件は協働環境委員会に、３３号から３５号までの３件は経済建設委

員会に、３６号から３９号までの４件は協働環境委員会に、４０号は総務委員会に、４１号は

経済建設委員会に、４２号から４４号までの３件は福祉文教委員会に、４５号及び４６号は   

経済建設委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えております。 

次に、人事議案であります議案第４７号から５１号までの５件は、最終日に上程し、提案理

由説明の後、委員会付託省略を諮っていただき、質疑、討論、採決としていただいてはと考え

ております。 

最後に、報告事項５件につきましては、最終日に報告、質疑としていただいてはと考えてお

ります。また、これにあわせる形で議案付託一覧表（案）も作成いたしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案の付託委員会については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、会期及び会議予定について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 会期及び会議予定について、ご説明いたします。 

 「令和２年第１回 飯塚市議会定例会会期日程（案）」をご覧ください。 

 会期につきましては、２月２５日から３月１９日までの２４日間を考えております。 
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次に、会議予定でございますが、本会議、委員会ともにそれぞれ会期日程（案）に記載のと

おりと考えております。このうち、初日の４番目の報告中、「川上直喜議員に対する懲罰特別委

員長 報告、質疑、討論、採決」につきましては、地方自治法第１１７条の規定に基づき、川

上議員は除斥となります。 

なお、川上議員より、弁明の申し出があっておりますので、委員長報告、質疑の後、申し出

を受けることを諮っていただき、可決されましたら、一旦入場して、弁明を行っていただくこ

ととなります。その後、一旦退場していただき、討論、採決を行うこととなります。 

また、初日の７番目の「議案に対する質疑、委員会付託」につきましては、後ほどご審議い

ただくこととしております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。会期及び会議予定については、事務局説明のとおりとすることにご異議

ありませんか。 

 （ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、特別委員会の設置について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 「議案第５号 令和２年度飯塚市一般会計予算」につきましては、申し合わせにより特別委

員会を設置して付託することとされておりますので、これに従い、特別委員会を設置しまして、

審査日程につきましては、今定例会中の３月１１日、１３日、及び１６日の３日間としていた

だいてはと考えております。 

なお、案件に記載しておりますとおり、特別委員会の名称は「令和２年度 一般会計予算特

別委員会」、委員定数は「１１人」としていただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「議案第５号 令和２年度飯塚市一般会計予算」について、事務局説明の

とおり、特別委員会を設置し、審査することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置することに決定いたしました。 

次に、特別委員会の名称は、「令和２年度一般会計予算特別委員会」とし、委員定数は１１人

とすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、委員の人員割り振り等について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

委員の人員割りにつきましては、「令和２年度一般会計予算特別委員会人員割表」をご覧くだ

さい。委員定数は先ほど申しました１１人ということでございます。 

各会派の人員から２．５名につき１名の割合で選出をしていただきたいと考えております。 
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正副議長及び監査委員につきましては会派人員数には算入しますが、選出の対象とはなりませ

ん。選出委員の届け出期限につきましては、２月２０日、木曜日、午後５時までとしていただ

き、特別委員会の設置につきましては２月２５日、火曜日、定例会初日の本会議におきまして、

議案の質疑、委員会付託に際して、議長発議により設置していただいてはと考えております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。委員の人員割り振りについては、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、人選の届け出期限は、２月２０日、木曜日、午後５時までとし、特別委員会の設置時

期については、２月２５日、火曜日、本会議初日での議案の委員会付託のときとすることに、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日につい

て、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

 案件に記載いたしておりますとおり、一般質問、代表質問の通告締め切りにつきましては、

明日、２月１９日、水曜日の午後５時までとなっておりますのでよろしくお願いします。 

なお、代表質問における質問時間につきましては、申し合わせにより、会派の構成人数に１

５分を乗じて得られた時間以内となっておりますので、留意されますようお願いします。 

次に、議案に対する質疑通告及び意見書案、請願につきましては、２月２６日、水曜日、午

後５時までに提出していただきますようお願いいたします。 

なお、「議案第５号 令和２年度飯塚市一般会計予算」に対する質疑通告につきましては、日

程の関係上、行いませんので、ご了承願います。 

以上です。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 （ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。一般質問、代表質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出

締切日については、事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

最後に、次回の委員会は２月２５日、火曜日の定例会初日、本会議開会前、午前９時３０分

から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

本日の審査は、すべて終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 


